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1.はじめに 

 東京の鉄道網はこの 100 年で海外主要都市に比べ高

度に発達した．しかし，急激な都市の人口集中と自家用

乗用車の台数増加により，踏切による問題が深刻化し

た．踏切は，平成 19 年には全国に約 3.5 万箇所で存在

し，慢性的な交通渋滞や踏切事故などの様々な問題の

原因となっている．  

このような問題を解決するための事業の一つに連続

立体交差事業がある．この事業によって渋滞解消や事

故削減など都市交通を円滑化するとともに，鉄道によ

り分断された市街地の一体化を促進することができる．

近年では事業の需要が高まっており，平成 22 年までに

約 140 箇所で連続立体交差事業が完了している．その

連続立体交差事業は，地方自治体が事業主体となって

高架橋など鉄道に関する構造物を施工している．それ

にも関わらず，高架橋などは鉄道会社の所有物となる

ため，事業で施工された鉄道構造物の維持管理費は鉄

道会社が負担している．  

長期的に利用者の増加が期待できない今日，維持管

理費の負担は鉄道業界にとって連続立体交差事業推進

へのブレーキとなる可能性がある．そこで，本研究では

同事業にかかる便益と鉄道構造物の資産価値を算出し，

同事業で施工された鉄道構造物の維持管理費を鉄道会

社と地方自治体が適切に分かち合う負担割合の提案を

行う． 

2.連続立体交差事業の便益評価 

(1) 概要 

本研究では対象とする事業を JR中央線の三鷹駅～立

川駅における連続立体交差事業とする．この事業は東

京都が主体となって連続立体交差事業を行っている．

事業費は約 1710 億円であり，事業延長は約 13km であ

る．この事業により踏切は 18 箇所除去されたが，平成

22 年までに踏切の除去は三鷹駅～国分寺駅間の 13 箇

所と国分寺駅～立川駅間の 5 箇所における上り線のみ

高架化がされている．このことを踏まえ，対象とするリ

ンクを上下線ともに高架化が完了している三鷹駅～国

分寺駅間の都道と，対象とする事業から約 1km 離れた

都道に絞った． 

(2) 公共側の便益の評価方法・計算結果 

連続立体交差事業における公共側の便益の評価方法

は，国土交通省が公表している費用便益分析マニュア

ル 1）と連続立体交差事業の整備効果にかかる参考資料

集 2），平成 17 年度と平成 22 年度の交通センサス 3）4）5）

を参照して評価を行った．連続立体交差事業による効

果は移動時間の短縮や交通事故の減少，NOX や CO2 削

減による環境向上などが挙げられる．本研究では移動

時間の短縮，走行経費の減少，交通事故の減少，環境向

上による 4 つの便益に注目する．そして，平成 17 年度

の損失を平成22年度と比較するために現在価値法を用

いて算出を行う．現在価値法は(1)のように求め，割引率

を 4％とする． 

𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 × (1 + 𝑟)𝑛      (1) 

FV：i 年度の損失[円] 

PV：j 年度の損失[円] 

r：割引率[％] 

n：年数 [年] 

評価の結果，各々の便益は表-1 のようになった．各

便益項目とも便益が生まれるため，事業に対して効果

があると言える．全体の便益に対する割合としては，交

通事故が減少することによる便益は社会的便益の約 5

割を占めていることが確認できた．要因として死亡事

故が多かったことなどが挙げられる．このことから，踏

切を除去することで歩行や走行の安全性に大きく関わ

ることが分かった． 

(3) 鉄道会社側の便益の評価方法・計算結果 

連続立体交差事業における鉄道会社側の便益として

考えられる項目として，死亡・負傷者減少による便益や

列車遅延減少による便益，騒音低減による便益が挙げ

られる．本研究では，平成 17 年から平成 22 年までの

踏切による事故暦 6）から死亡・負傷者減少と列車遅延

減少による便益を，高架前と高架後の鉄道振動結果 7）

から騒音低減による便益を貨幣に換算し，公共側と同

様に現在価値法を用いて算出を行う．評価の結果，3 つ

の便益は表-2 のようになった．各便益項目とも便益が

生まれるため，事業に対して効果があると言える．また，

死亡・負傷者減少による鉄道会社側の便益は全体の便

益に対して約 7 割を占めていることが確認できた．要

因として一人の時間価値と死亡損失額に大きな差があ

表-1 連続立体交差事業によって 

公共側にもたらされる社会的便益 

 

表-2 連続立体交差事業によって 

鉄道会社側にもたらされる社会的便益 

 

百万円/年 ％

316 28%

234 21%
547 49%
13 1%

1,110 100%

移動時間短縮便益

走行経費減少便益

環境に関する効果

合計

交通事故減少便益

便益
全体の便益に
対する割合

百万円/年 ％

52 9%

416 74%
94 17%
562 100%合計

便益
全体の便益に
対する割合

列車遅延減少による便益

死亡・負傷者減少による便益

鉄道騒音の影響による便益
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ることなどが挙げられる．このことから，踏切を除去す

ることで鉄道の安全性に大きく関わることが分かった． 

3.鉄道構造物の資産価値 

鉄道構造物は鉄道会社の建設物のため減価償却資産

と考えることができる．そのことを踏まえ，維持管理費

の負担割合を考える際に各年で資産の価値を考慮すべ

きであると考えた．初期の資産価値は鉄道構造物の施

工にかかった建設費 479 億円とし，定額法で考える． 

4.まとめと維持管理費負担割合の提言 

 公共側においても鉄道会社側においても安全性に大

きく関わっている．このことから，連続立体交差事業は

安全性を高める目的があると推測できる． 

本研究では, 維持管理費の負担割合を提案するため

に,「公共側の便益」と「鉄道会社側の便益と構造物の

資産価値との和」を比較する．そして供用年数を 50 年

として考え，年単位で払うべき維持管理費を考える．た

だし,従来資産価値は補強を行っても上がることは無

いが,補強がなされている構造物はそれなりに評価が

なされるべきだと考える．減価償却資産の耐用年数表 8)

における軌条の耐用年数が 20 年であることから補強の

タイミングを 20 年毎に行うものとし，表-3に示すよう

に残存価値を 3 つのケースに分けて考える．その結果

を図-1，図-2，図-3 に示す．各々のケースに注目する

と，最初の 20 年はどちらも鉄道会社が大きな割合を占

めたが，地方自治体の負担割合が年々増えていること

が確認できた．ただし，Case1 では 37 年目から地方自

治体が鉄道会社よりも負担する割合が増えた．Case1 と

Case2を比較すると，20年目から 40年目までは約 10％，

50 年目では約 25％負担割合の差が開いた．Case2 と

Case3 を比較すると，負担割合のグラフが近似している

ことが確認できた．つまり，補強を残存価値に反映させ

るかどうかで負担割合が大きく変わることがわかった．

補強が残存価値に反映されると考えると，連続立体交

差事業によって施工された鉄道構造物の維持管理費の

分担率として，鉄道会社が維持管理費を負担するが，地

方自治体が年々維持管理費を多く負担するのが妥当だ

と考える． 

5.おわりに 

今回は JR中央線の連続立体交差事業による公共側と

鉄道会社側の便益，鉄道構造物の資産価値の算出を行

った．しかし，対象とするリンクの長さは影響を及ぼす

範囲によって便益に影響が出る．そして本研究では割

引率を 4％としたが，他の値にすると負担割合にも大き

く影響する．よって，今後の課題はリンクの長さをいく

つかに場合分けをした便益の算出を行うことやいくつ

か割引率を考慮することが挙げられる． 
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図-1 各 Case の残存価値の推移 

 

図-2 地方自治体の維持管理費負担割合 

 

図-3 鉄道会社の維持管理費負担割合 

Case 供用20年目 供用40年目
1
2

3
残存価値は建設当初の
建設費の90％に戻る

供用20年目における
残存価値の90％に戻る

補強が行われるが残存価値に反映されない
残存価値は建設当初の資産価値に戻る

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

残
存
価
値
[円

]

年数｛年｝

Case1 Case2 Case3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

地
方
自
治
体
の
維
持
管
理
費
割
合

年数｛年｝

Case1 Case2 Case3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

鉄
道
会
社
の
維
持
管
理
費
割
合

年数｛年｝

Case1 Case2 Case3

Ⅳ-51 第43回土木学会関東支部技術研究発表会

http://www.ktr.mlit.go.jp/honkyoku/road/census/h17/
http://www.mlit.go.jp/road/census/h22-1/
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/douro/sensasu/sensasu.htm
http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/douro/sensasu/sensasu.htm

